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第３節  まん延防止  

Ⅰ 準備期  

１  目的  

新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対 応できるレベルに

感染拡大のスピードやピークを抑制することで、市民の生命及び健康を保護する。こ

のため、対策の実施等 に当たり参考とする必要のある指標やデータ等の整理を平時

から行う。 

また、有事におけるまん延防止対策への協力を得るとともに、まん延防止対策によ

る社会的影響を緩和するため、市民や事業者の理解促進に取り組む。 

 

２  所要の対応  

（１ ）  対策の実施に係る参考 指標等の検討  

市は、有事にまん延防 止対策を機動的に実施 し、又は柔軟に対策を切 り替え

ていくため、対策の実施等に当たり、国及び県が整理した参考とするべき指標

やデータ等の内容を可能な限り平時から定期的に収集する。 

（２ ）  新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向 けた理解や準備の促進等  

ア 市は、市行動計画に基づき、新型インフルエンザ等対策として想定される対

策の内容やその意義について周知広報を行う。 

その際、新型 インフルエンザ等のまん延を防止し、市民の生命及び健康を保

護するためには一人一 人の感染対策への協力 が重要であることや、実践的な

訓練等を行うことの必要 性について理解促進を図る。 

イ 市は、換気、マスク着用 等の咳エチケット、手洗 い、人混みを避ける等の基

本的な感染対策の普及 を図る。 

また、自らの感染が疑われる場合は、県等が設 置する相談センターに連 絡し

指示を仰ぐことや、感染を広げないように不要不 急の外出を控えること、マスク

の着用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等について、平時から理解

促進を図る。 

ウ 市は、県が行うまん延防止等重点措置による休業要請、新型 インフルエン

ザ等緊急事態における緊急事態措置による不要不急の外出の自粛要 請や

施設の使用制限の要請 等の新型インフルエンザ等の発生時に実施され得る

個人や事業者におけるまん延防止対策への理解促進を図る。 

エ コミュニティバス「かりまる」（及び「チョイソコかりや」）については、市民の生

活を支える公共交通として適切な運送を図る観点から、当該感染症の症状の

ある者の乗車自粛や、マスク着用等の咳エチケットの徹底、時差出勤 や自転

車等の活用の呼び掛け等を行うとともに、その運行に当たっては、国の調 査

研究の結果等に十分留 意する。  
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Ⅱ 初動期  

１  目的  

新型インフルエンザ等の発生時に、まん延防止対策の適切かつ迅速な実施により

感染拡大のスピードやピークを抑制し、医療提供 体制等 の整備を図るための時間を

確保するとともに、ピーク時の受診患者数や入院 患者数等を減少させ、確保された

医療提供体制で対応可 能 となるようにする。このため、まん延の防止やまん延時に迅

速な対応がとれるよう準備等を行う。 

 

２  所要の対応  

（１ ）  まん延防止対策の準備  

市は、まん延防止に備え、国からの要請を受けて、業務継続計画に基づく対

応の準備を行う。 
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Ⅲ 対応期  

１  目的  

新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん延防止

対策を講ずることで、医療のひっ迫を回避し、市民の生命及び健康を保 護する。その

際、市民生活や社会経 済活動 への影響も十分 考慮する。また、準備期 で収集した

指標やデータ等を活用しながら、緊急事態 措置 を始めとする対策の効果 及び影響を

総合的に勘案し、柔軟 かつ機動的に対策を切り替えていくことで、市民 生活や社会

経済活動への影響の軽減を図る。 

 

２  所要の対応  

（１ ）  患者や濃厚接触者以 外 の市民に対する要請等の周知  

ア 外出等に係る要請等  

市は、県による地域の実情に応じた集団感染の発生施設や不特定多 数 の

者が集まる等の感染リスクが高まる場所等への外出自粛や、都道府県 間 の

移動自粛要請について周知する。 

また市は、県がまん延防 止等重点措置 として、重 点区域 36において営業時 間

が変更されている業態に属する事業が行われている場所への外出自粛 要請 37

や、緊急事態 措置 として、新型インフルエンザ等 緊急事態において生活 の維

持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないこと等の要請を行 う 38こ

とについて周知する。 

イ 基本的な感染対 策に係る要請等  

市は、県が県民等に対し、換気、マスク着用等 の咳エチケット、手洗い、人混

みを避ける等の基本的 な感染対策、時差 出勤 やテレワーク、オンライン会議

の活用等の取組を勧奨 し、必要に応じ、その徹底を要請することについて周

知する。 

ウ 退避・渡航 中止 の勧告 等  

市は、在外邦人や出国予定者に対し、国が発出する感染症危険情報 に基

づき、不要不急の渡航 の中止及び速やかな帰国等について情報提供 を行う。 

（２ ）  事業者や学校等に対する要請の周知  

ア 営業時間の変更や休業 要請等  

市は、県が必要に応じて、まん延防止等重点措 置 として、措置を講ずる必要

があると認める業態に属する事業を行う者に対する営業時間の変更 39の要請

を行うことについて周知 する。 

 
3 6  特 措 法 第 31 条 の６ 第 １ 項 第 ２ 号 に規 定 するまん延 防 止 等 重 点 措 置 を実 施 すべき区 域 をいう。  
37 特 措 法 第 31 条 の８ 第 ２ 項  
38 特 措 法 第 45 条 第 １ 項  
39 特 措 法 第 31 条 の８ 第 １ 項  
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また市は、県が緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施 設 40

を管理する者又は当該 施設を使用して催物を開催する者（以下 「施設 管理者

等」という。）に対する施 設の使用制限（人 数制 限 や無観客開催）や停 止（休

業）等の要請 41を行うことについて周知する。 

同時に市は、県の要請を受け、学校等の多数の者が利用する施設又 は当

該施設を使用して催物 を開催する場合の施設 の使用制限（人数 制限 や無観

客開催）や停止 （休業 ） 等 を検討し、措置を講ずる。 

イ その他の事業者に対する要請の周知  

(ア) 市は、県が事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要請すると

ともに、従業員に基本的 な感染対策等を勧奨し、又は徹底することを協力

要請することについて周 知する。 

(イ) 市は、県が集団感染の発生施設や不特定多 数 の者が集まる等の感染

リスクが高まる場所等について、施設の管理者等に対して、基本的な感 染

対策の徹底や、人数制限等の安全性を確保するための計画策定等を要

請することについて周知 する。 

同時に市は、集団感染 の発生施設や不特定多 数の者が集まる等の感 染

リスクが高まる場所等について、施設の管理者等に対して、基本的な感 染

対策の徹底や、人数制限等の安全性を確保するための計画策定を検 討

し、措置を講ずる。 

ウ 学級閉鎖・ 休校等 の検 討  

市は、県の要請を受けて、学校保健安全 法（昭 和 33 年（1958 年）法律 第

56 号）に基づく臨時休 業 （学級閉鎖、学年閉 鎖又 は休校）等を検討し、措

置を講ずる。  

 
40 新 型 インフルエンザ等 対 策 特 別 措 置 法 施 行 令 （ 平 成 25 年 政 令 第 122 号 ） 第 11 条 に規 定 する施 設 に限

る。  
4 1  特 措 法 第 45 条 第 ２ 項  


